
 

 

国の「被災児童生徒就学支援等事業」の継続と被災

児童生徒の十分な就学支援を求める意見書  

 

東日本大震災から 10年が経過した。東日本大震災で被災し、経

済的な理由により就学等が困難な子供を対象に「被災児童生徒就

学支援等事業」が、全額国庫負担による単年度の交付金事業とし

て行われている。令和３年度も東日本大震災復興特別会計による

被災児童生徒就学支援等事業として計上され、約 15億円が予算化

されている（前年度より半減）。  

この事業を通して、幼稚園児等の就園支援、小中学生に対する

学用品等の援助や通学支援（スクールバス運行による通学手段の

確保に係る経費を含む）、高校生に対する奨学金支援、特別支援

学校等に在籍する児童生徒への就学奨励、私立学校及び専修学

校・各種学校の授業料の減免等が実施されてきた。被災した子供

たちには、学校で学ぶための極めて有効な支援事業として機能し

ている。  

令和元年 12月 20日には「『復興・創生期間』後における東日本

大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、復興・創生期間

後（令和３年度以降）における方針が示された。その中で、令和

２年に「『第２期復興・創生期間』以降における東日本大震災か

らの復興の基本方針」として、東日本大震災復興特別会計の継続

も示された。子供の就学支援についても「支援の必要な子どもの

状況等、事業の進捗に応じた支援を継続する」としている。  

しかし、今年度より高等学校、特別支援学校、私立学校、専修

学校、各種学校を対象とした就学援助、就学奨励、奨学金などの

支援事業は、原子力災害被災地域のみとなった。今日においても、

福島県では、令和２年４月１日時点で約６千５百人もの子供たち

（自主避難を除く）が県内外で避難生活を送っている（福島県こ

ども・青少年政策課公表）。  

経済的な支援を必要とする子供たちは多く、子供たちの就学・



修学のためには、長期的な支援が不可欠である。学校現場からも

事業の継続を強く望む声が届いている。事業に係る予算措置は単

年度のため、事業が終了、若しくは規模が縮小することとなれば、

自治体負担となることも危惧され、地方から「必要である」との

声を中央に届けることが求められている。  

福島の復興・再生に向けて手厚い支援が実施されているが、引

き続き被災者に寄り添う「被災児童生徒就学支援等事業」による

行き届いた就学支援が必要である。  

よって、当市議会は、国に対し、下記事項について強く要望す

る。  

記  

１  東日本大震災によって、経済的に困窮している家庭の子供た

ちの就学・修学を保障するため、令和４年度以降も全額国庫で

支援する「被災児童生徒就学支援等事業」を継続し、十分な就

学支援に必要な予算確保を行うこと。  

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。  

 

令和３年６月 17日  

 

喜多方市議会議長  坂内  鉄次  
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